
（ ）3 おくしり議会だより

ま
し
た
。

●
令
和
３
年
度
奥
尻
町
後
期
高

齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
27
万
２
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を
４

５
６
６
万
８
千
円
と
し
ま
し
た
。

●
令
和
３
年
度
奥
尻
町
介
護
保

険
事
業
勘
定
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
７
２
９
万
７
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を

２
億
７
５
５
０
万
９
千
円
と
し

ま
し
た
。

●
令
和
３
年
度
奥
尻
町
公
共
下

水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
48
万
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
総
額
を
２
億
６
５

８
万
円
と
し
ま
し
た
。

●
令
和
３
年
度
奥
尻
町
国
民
健

康
保
険
病
院
事
業
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

　

収
益
的
収
入
に
１
億
３
８
５

０
万
円
を
追
加
し
、
総
額
６
億

９
７
５
７
万
２
千
円
に
、
収
益

的
支
出
に
３
６
５
万
５
千
円
を

追
加
し
、
総
額
８
億
４
０
７
万

円
に
、
資
本
的
収
入
に
３
０
７

万
７
千
円
を
追
加
し
、
総
額
２

７
２
２
万
７
千
円
に
、
資
本
的

支
出
に
３
６
０
万
７
千
円
を
追

加
し
、
総
額
２
９
１
３
万
２
千

円
と
し
ま
し
た
。

そ　

の　

他

条　
　

例

人　
　

事

●
奥
尻
町
過
疎
地
域
持
続
的
発

展
計
画
の
策
定

　

令
和
３
年
度
か
ら
７
年
度
に

お
け
る
奥
尻
町
過
疎
地
域
持
続

的
発
展
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

議
決
し
ま
し
た
。

●
財
産
の
取
得

　

町
有
バ
ス
老
朽
化
に
よ
り
代

替
バ
ス
を
購
入
す
る
た
め
財
産

の
取
得
を
議
決
を
し
ま
し
た
。

●
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認

及
び
字
の
区
域
の
変
更

　

奥
尻
漁
港
（
松
江
地
区
）
公

有
水
面
埋
立
に
よ
り
、
新
た
に

生
じ
た
土
地
を
確
認
し
、
字
の

区
域
を
変
更
す
る
た
め
の
議
決

を
し
ま
し
た
。

●
奥
尻
町
教
育
委
員
会
教
育
長

の
任
命
に
つ
い
て

　

次
の
方
が
議
会
の
同
意
を
得

て
、
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
新
　
谷
　
順
　
二
　
氏

　

任
期　

令
和
３
年
10
月
23
日

　
　
　

～
令
和
６
年
10
月
22
日

●
奥
尻
町
教
育
委
員
会
委
員
の

任
命
に
つ
い
て

　

次
の
方
が
議
会
の
同
意
を
得

て
、
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

�

佐
　
藤
　
康
　
博
　
氏

　

任
期　

令
和
３
年
10
月
1
日

　
　
　

～
令
和
７
年
９
月
30
日

●
奥
尻
町
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　

次
の
方
が
議
会
の
同
意
を
得

て
、
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

�

佐
　
藤
　
　
　
仁
　
氏

　

任
期　

令
和
３
年
10
月
１
日

　
　
　

～
令
和
６
年
９
月
30
日

●
奥
尻
町
過
疎
地
域
の
持
続
的

発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措

置
法
の
適
用
に
伴
う
固
定
資
産

税
の
免
除
に
関
す
る
条
例

　

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の

支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第

24
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又

は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が

適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る

省
令
が
制
定
さ
れ
た
の
を
受

け
、
新
た
に
策
定
し
た
奥
尻
町

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
に

基
づ
き
、
本
条
例
を
制
定
し
ま

し
た
。

●
奥
尻
町
特
定
教
育
・
保
育
設

備
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業

の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施

設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
及

び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内

閣
府
令
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
条
例
名
を
奥
尻
町
特

定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
に
改

め
ま
し
た
。


